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富谷市特定事業主行動計画 ～誰もが働きやすく活躍できる職場環境の実現に向けて～  

 

Ⅰ はじめに 

本市では、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成１７年４月に「富谷町特定事業

主行動計画」を策定し、事業主としての立場から職員が仕事と子育ての両立ができ、子

どもたちを健やかに育成できる環境を目指し、次世代育成の支援を実施してきました。 

平成２７年８月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍

推進法」という。）が成立したことを受け、本市では、次世代育成支援対策推進法に基

づく行動計画と女性活躍推進法に基づく行動計画を一体のものとして「富谷市特定事業

主行動計画」を策定し、仕事と家庭生活の両立支援、女性職員の活躍推進、職員一人ひ

とりが能力を発揮できる職場環境の整備に取り組んできました。 

これまでの計画期間においては、各種両立支援制度の周知・利用促進や働き方の見直

しなどを進め、一定の成果がみられる一方で、職員の働き方や価値観、ライフスタイル

はより一層多様化しており、子育てと仕事を両立できる環境づくり、時間外勤務時間数

の縮減、性別にかかわらず意欲と能力に応じて活躍できる職場づくり、多様で柔軟な働

き方の推進、ハラスメントのない安心して働ける職場環境の整備など、引き続き取り組

むべき課題もあります。 

このたび、現行の特定事業主行動計画の計画期間が満了することに伴い、これまでの

取組の成果と課題を検証するとともに、社会情勢の変化や職員ニーズの多様化を踏ま

え、新たな「富谷市特定事業主行動計画」を策定いたしました。 

本計画の推進に当たっては、職員一人ひとりが本計画に掲げる取組に主体的に取り組

むとともに、職場全体でその取組を支え、推進することにより、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の実現と、誰もが活躍できる職場環境づくりを目指します。 

なお、本計画の改定に当たっては、職員アンケートを実施し、仕事と家庭の両立に関

する意識及びニーズを把握した上で、その結果を踏まえて取組の見直し及び数値目標の

設定を行いました。 

 

令和８年３月３１日 

 

富谷市長 

富谷市議会議長 

富谷市教育委員会 

富谷市農業委員会 

富谷市選挙管理委員会 

富谷市代表監査委員 
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Ⅱ 総論 

１ 計画期間  

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

２ 計画の対象  

この計画の対象は、市長、市議会議長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、

代表監査委員が任命するすべての職員とします。 

 

３ 計画の推進体制  

 （１）この計画を効果的かつ円滑に推進するため、総務部総務課人事組織管理室をこの計

画の推進の事務局とし、必要に応じた関係部署との連絡調整を行い、今後の支援施

策に活用します。 

（２）所属長は、当該計画の趣旨及び内容を十分認識し、職員の意識向上や職場環境の整

備など、働きやすい職場づくりは、所属長の責務であることを改めて認識し、職員

が仕事と子育てを安心して両立できる職場環境づくりを目指します。 

 

４ 計画の周知と公表  

総務部総務課人事組織管理室は、この計画を全職員に周知するとともに、ＰＤＣＡサ

イクルの確立に努め、毎年１回、取組の状況及び女性の職業選択に資する情報を市ホー

ムページ等で公表します。 

 

５ 特定事業主行動計画の体系  

   特定事業主行動計画は、次世代育成支援対策推進法と女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づき策定する計画です。富谷市人材育成基本方針や富谷市男女共

同参画基本計画と相互に連携し、第二次富谷市総合計画の取り組みを推進します。 
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Ⅲ 前回計画の検証（数値目標の達成状況、主な取組） 

 

（１）数値目標の達成状況 

項目 
令和 7年度 

目標数値 

令和 7年度 

実績 
達成状況 

男性職員が取得できる育児に係る特

別休暇の取得割合 
８０％以上 

配偶者出産休暇 

８８.８％ 

育児休暇 

７７.７％ 

一部達成 

職員一人一月あたりの時間外勤務時

間数※1 
５時間以下 ８.２４時間 未達成 

年次有給休暇の平均取得日数 １２日以上 １２．６日 達成 

管理職に占める女性職員の割合 

※2 
３５％以上 ３４．１％ 未達成 

 ※1 令和 7年 12 月勤務分までの実績 

※2 令和 7年 4月 1日時点割合 

 

（２）前回計画期間における主な取組 

時期 取組内容 概要・ポイント 

令和 4 年 10 月 
ハラスメントに関する研修の

実施 

パワーハラスメントやセクシュアルハラス

メントに関する研修を実施（管理職向けの

接遇研修）。 

令和 6 年 5 月～ 職員名札の表記変更 
個人情報の特定防止のため、名札の表記を

氏のみ（ひらがな・ローマ字）に変更。 

令和 6 年 6 月～ 夏季休暇の拡充 

以下のとおり拡充。 

・取得可能期間 

７月から９月→６月から１０月 

・取得可能日数 

３日→原則として連続する５日 

令和 7 年 3 月～ 庶務事務システム導入 各種休暇申請、時間外勤務申請等を電子化。 

令和 7 年 5 月 
カスタマーハラスメント研修の

実施 

カスタマーハラスメントに関する理解を深

めるとともに、必要な対策について学ぶた

めの研修を実施。 

令和 7年 10月～ 勤務時間の短縮 
働き方改革の一環として職員の勤務時間を

17:30 から 17:15 に短縮。 
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Ⅳ 具体的な取組内容 

１ 次世代育成支援対策推進編 

  （１）業務の改善について 

     仕事と生活の調和のとれた職場環境を実現していくために、業務の効率化を図る 

観点から、所属長は、既存業務の内容や進め方の見直しを行い、業務の簡素化・効 

率化・平準化・業務量の削減を目指します。 

 職員一人ひとりも職場の一員として自らの業務の進め方を見直し、担当業務の計 

画的な執行と創意工夫による改善により、勤務時間内での効率的な業務の遂行に努 

めます。 

 また、ＤＸの推進により業務改善を進めるため、令和８年度以降も職員向けＤＸ

研修を継続して実施するとともに、市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）を

活用する等、職員のデジタル技術に関する理解促進と活用能力の向上を図ります。 

定型的・反復的な業務については、令和８年度からＲＰＡを導入し、業務の効率

化及び職員の負担軽減につなげます。 

加えて、生成ＡＩの活用については、業務改善に資する活用の在り方を検討する

とともに、適切な活用ルールの整備に向けた検討を進めます。 

 

 

  （２）妊娠中及び出産後における配慮について 

     母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の

職員に対して、次に掲げる措置を実施します。 

 ・母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇制度の周知を 

行います。 

     ・出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を行います。 

     ・妊娠中の職員の健康や安全に配慮した業務分担に努めます。 

     ・妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じない 

こととします。 

     ※母性保護とは…働く女性の妊娠・出産・育児などの母性機能を保護することをいいます。 

      ※母性健康管理とは…妊娠中又は出産後の健康診査のための時間の確保や妊娠中の症状等に対応す 

るための措置を事業主に義務づけており、男女雇用機会均等法で定めるこれらの措置を母性健康 

管理の措置といいます。 
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  （３）男性職員の子育て目的の休暇等の取得推進について 

     子育てが始まる時期に親子の時間を大切にし、子育ての喜びを実感するととも

に、子育てに対する責任を認識することが重要であるため、男性職員の休暇取得を

促進します。 

育児参加計画書の提出義務化等の取り組みにより、令和４年度以降の男性職員の

育児休業取得率は上昇傾向ですが、所属長は引き続き業務分担に配慮し、男性職員の

育児休業取得率が１００％になるよう休暇取得の促進を図ります。 

      

（４）育児休業等を取得しやすい環境の整備等について 

     育児休業、育児短時間勤務または育児のための部分休業の取得を希望する職員に 

ついて、その円滑な取得の促進等を図るため、次に掲げる措置を実施します。 

①育児休業等制度の周知 

・育児休業等の制度の趣旨及び内容について、職員に対して周知を行います。 

・妊娠（または妻の妊娠）を申し出た職員に対し、育児休業等の制度や手続きの 

説明を行います。 

 

    

 
◇男性職員の育児休業取得率及び平均取得日数（令和４年度～令和７年度） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

対象者 ４人 ５人 ２人 ９人 

取得者 ３人 ５人 ２人 ７人 

取得率 ７５％ １００％ １００％ ７７.７％ 

平均取得日数 ２２日 ４９日 ２４日 ３２日 

  
◇男性職員の配偶者出産休暇取得率・平均日数（令和４年度～令和７年度） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

対象者 ４人 ５人 ２人 ９人 

取得者 ４人 ５人 ２人 ８人 

取得率 １００％ １００％ １００％ ８８.８％ 

平均取得日数 ５.０日 ５.２日 ６.０日 ３.７５日 

 
◇女性職員の育児休業取得率及び平均取得日数（令和４年度～令和７年度） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

対象者 ９人 ６人 １１人 ７人 

取得者 ９人 ６人 １１人 ７人 

取得率 １００％ １００％ １００％ １００％ 

平均取得日数 ４６３日 ４３８日 ４２７日 ２７７日 
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  ②職場環境の整備 

     ・育児休業等を取得しやすい職場環境を整備するため、各所属において必要に応

じて会計年度任用職員を任用するなど、代替職員の適切な配置に努めます。 

・また、業務の効率化及び業務量の削減・平準化を進めることにより、職員が休

暇等を取得しやすい環境整備を図ります。 

・さらに、職員アンケートにおいて、時差勤務等の柔軟な働き方に関する一定の

ニーズがみられたことを踏まえ、育児と仕事の両立を支援するための働き方に

ついて検討を進めます。 

 

③育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

育児休業等の取得の申し出があった場合、所属長は業務分担の変更、見直しを行

うなど、課内の応援体制を整備するとともに、育児休業の積極的な活用を推奨し休

暇を取得しやすい雰囲気の醸成に努めます。 

 

④育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

・育児休業中の職員に対して、休業期間中の業務関係資料等の送付を行います。 

・復帰時には、所属長は業務に慣れるまでの間、業務分担に配慮するなど、課内 

全体でサポートを行います。 

 

（５）時間外勤務の縮減について 

     時間外勤務の縮減は、仕事と子育て等を両立する上で効果が大きいものであるこ 

とから、次に掲げる取組を実施します。 

 

①時間外勤務の適切な把握 

・令和７年３月から導入した庶務事務システムにより、課内職員の時間外勤務の

状況を随時確認できるようになったことから、所属長は職員の時間外勤務の状

況を把握し、特定の職員に業務が集中しないよう、実態に応じて課内での業務

分担の調整、担当業務外の応援体制の整備を行うなど、課内が一体となって業

務を進めていく業務体制づくりに努めます。 

・人事組織管理室においては、所属長が庶務事務システムを有効に活用できるよ

う、操作方法等について改めて周知を行います。 

      

②事務の簡素化・合理化 

       ・職員アンケートにおいて、時間外勤務を減らすために効果的と思われる方法と

して、「事務の簡素化・合理化」を挙げる回答が多かったことを踏まえ、ＤＸ

の推進やデジタル技術の活用により、既存業務の内容や進め方を見直し、事務

の簡素化・合理化を推進し、時間外勤務の縮減を図ります。 
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・定時以降には会議や打ち合わせを行わないなど、課員が定時退庁しやすい環境 

づくりに努めます。 

 

③時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

  ・時間外勤務時間の上限について、改めて周知を行い、上限時間の厳守に努め

ます。 

・所属長は部分休業や育児短時間勤務を取得している職員には、時間外勤務を

させないよう努めます。 

・時間外勤務の事前命令を徹底し、必要に応じた業務改善指導を実施します。 

 

 

 

     

 

④定時退庁日の実施 

・毎週水曜日及び月末金曜日の｢定時退庁日｣の徹底に努め、時間外勤務を減らす

職場全体の雰囲気の醸成に努めます。 

・繁忙期のため｢定時退庁日｣の実施が困難な場合は、所属長が実情に応じて別の

日を｢定時退庁日｣に設定し、定時退庁できる環境整備を図るとともに、自ら率

先して定時退庁に努めます。 

 

（６）休暇取得の促進について 

職員アンケートの結果、年次休暇の取得にためらいを感じるという回答が多かっ

たことを踏まえ、休暇を取得しやすい職場環境を目指し、次に掲げる取組を実施

します。 

 

①年次有給休暇・特別休暇の取得の促進 

・月に１日の年次有給休暇を計画的に取得するポジティブオフを推奨し、計画的

な年次有給休暇の取得を図ります。 

・また、職場全体で休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するため、休暇取得を促す

啓発ポスター等を掲示します。 

・所属長は、庶務事務システムにより、職員の年次休暇取得状況を把握し、取得

率が低い職員へは積極的な取得を呼び掛けるとともに、所属長は自ら積極的な

休暇取得に努めます。 

      

 

 

◇職員一人一月あたりの時間外勤務時間数（令和４年度～令和７年度） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

時間外勤務時間数 ５.６２時間 ６.５８時間 ６.７７時間 ８.２４時間 
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②連続休暇等の取得の促進 

     ・土日や祝日と組み合わせた年次休暇、ゴールデンウィークや年末年始休暇期間

における連続休暇の取得を推進します。 

・令和６年度から夏季休暇の取得可能日数及び取得可能期間を拡充したことも踏

まえ、これらの休暇制度を有効に活用しながら連続休暇の取得促進に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）ハラスメント対策の整備について 

    本市においては「富谷市職員ハラスメント防止の指針」を策定し、セクシュアル・

ハラスメント（セクハラ）やパワー・ハラスメント（パワハラ）等の各種ハラスメン

トについて、定義及び防止に関する事項を定めています。今後も同指針に基づき、ハ

ラスメントのない職場環境の実現に向けて、次に掲げる取組を実施します。 

 

   ①ハラスメントを知る・防止する 

・管理職を対象に、具体的なハラスメント事例等について学ぶ機会を設けることに

より、ハラスメントに関する理解を深め、未然防止を図ります。 

・カスタマーハラスメント等、外部からのハラスメントについても、職員が安心し

て職務に従事できる環境を確保する観点から、具体的な対応策を盛り込んだ指針

を整備し、必要な対策を講じます。 

 

②相談体制の整備 

・｢富谷市職員ハラスメント防止の指針｣に基づき、ハラスメントに関する相談等の

窓口を人事組織管理室に設置します。 

・ハラスメント防止の指針及び相談窓口について、グループウェア等を活用し、周

知の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

◇年次有給休暇の平均取得日数・消化率（令和４年度～令和７年度） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

平均取得日数 １１.３日 １３.０日 １３.０日 １２.６日 

平均取得時間 ８７.９h １００.５h １００.６h ９７.２h 

平均取得率 ３１.４％ ３５.９％ ３６.７％ ３４.７％ 
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２ 女性活躍推進編  

（１）女性の登用の拡大推進 

     令和７年度の全職員に占める女性職員の割合は、５１.１％となっており、その

うち、管理職となっている女性職員の割合は３４.１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）能力に応じた公正な評価による管理職への登用 

     男女を問わず適正な人材を管理職へ登用します。ただし、女性がそれぞれのライ

フステージにおいて就業を継続し、時間制約のある時期も能力発揮が可能となり、

その後のキャリア形成にも前向きになれる指標として、管理職等に占める女性割合

の目標を定めます。 

     職員アンケートの昇任に関する設問では、「管理職に昇任したくない」と回答す

る女性職員の割合が多く、その理由として「管理職になることに興味がない、魅力

を感じない」が多く挙げられています。管理職への昇任に対する不安を軽減するた

め、管理職として必要な知識を習得するための研修の充実を図ります。 

     一方で、女性の管理職を増やすために必要なことに関する設問では、「入庁時か

らの計画的な人材育成」という回答の割合が多く、引き続き、富谷市人材育成基本

方針に基づき、職員一人ひとりの能力や特性に応じた人材育成に努めます。 

     あわせて、公正な人事評価制度の適切な運用を図るとともに、評価者に対する研

修等を通じて、客観的かつ適正な評価の確保に努めます。 

      

 

 

 

 

（３）キャリア形成の支援 

     女性管理職としての活躍を視野に入れたキャリアプランを考える機会として、 

キャリアデザイン研修の実施を検討します。 

 
◇採用した職員に占める女性職員の割合（令和４年度～令和７年度） ※参考 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

人数 ５人 １５人 １１人 １０人 

割合 ４５.５％ ８８.２％ ５７.９％ ５８.８％ 

 

◇管理職に占める女性職員の割合（令和７年４月１日現在） 

職名 総数 男 女 女性の割合 

部 長 級 ８人 ４人 ４人 ５０.０％ 

課 長 級 ３３人 ２３人 １０人 ３０.３％ 

計 ４１人  ２７人 １４人 ３４.１％ 

◇職員に占める女性職員の割合（令和４年度～令和７年度） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

人数 １６８人 １７８人 １８４人 １８９人 

割合 ４８.０％ ４９.９％ ５０.５％ ５１.１％ 
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Ⅴ 数値目標 

現状値を踏まえ、次のとおり目標数値を定めます。 

項目 
令和 7年度 

現状値 

令和 12 年度 

目標数値 

前計画 

目標数値 

男性職員が取得できる育児に係る特

別休暇取得率 
８８.８％ １００％ ８０％以上 

男性職員の育児休業取得率 ７７.７％ １００％ ８０％以上 

職員一人一月あたりの時間外勤務時

間数 
８.２４時間 ５時間以下 ５時間以下 

年次有給休暇の平均取得日数 １２．６日 １８日以上 １２日以上 

管理職に占める女性職員の割合 ３４．１％ ４０％以上 ３５％以上 
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